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防災の視点を踏まえたインフラ等の安全対策について 

 

 防災の視点を踏まえたインフラ等の安全対策の取組状況について、以下の通り報告する。 

 

１  がけ・よう壁に対する安全対策について 

（１）安全対策事業 

① 事業概要 

近年、台風や集中豪雨等による土砂災害が全国各地で発生しており、区内においても、

「改善が望ましい状態（危険度大）」及び「十分な管理が必要な状態（危険度中）」のがけ・

よう壁は数多く存在するため、安全対策が必要となっている。 

そのため、区は、がけ・よう壁の所有者等に、がけ・よう壁安全対策工事助成及びがけ・

よう壁専門家の派遣を行い、がけ・よう壁の安全性向上に努めている。 

 

  板橋区がけ・よう壁安全対策工事助成 

１．助成の対象 危険度大と区が判断したがけ又はよう壁 

２．助成の対象者 ①がけ及びよう壁の所有者（個人） 

②がけ及びよう壁の所有者から同意を得て、助成対象となる工事 

を行う者（個人・法人） 

③公益的な事業を行う法人として認可・認証などを受けている法人 

３． 助成金の額 ①よう壁の新築及び築造替え工事の場合 

工事費用の５割かつ限度額７００万円 

②がけ又はよう壁の補強工事の場合 

工事費用の５割かつ限度額１００万円 

 

板橋区がけ・よう壁改修専門家派遣 

１．派遣の対象 高さ２ｍを超える既存のがけ・よう壁 

２．派遣の対象者 

（右記事項を全 

て満足） 

①区内のがけ又はよう壁について、安全対策工事を検討している所有者 

②法人でない方 

③区市町村税及び軽自動車税を滞納していない方 

３．派遣の実施 

内容 

・現地での目視調査、所有者へのヒアリング 

・次の①から③に該当する安全対策工事提案書の作成 

①安全対策工事の施工に対しての課題 

②安全対策工事計画案 

③概算工事費の積算 
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② 過去５年間の事業実績 

 

年 度 
工事助成（単位：か所） 改修専門家派遣 

（単位：件） 新築・築造替え 補 強 

令和６年度 １  ０  ４  

令和５年度 １  ０  ２  

令和４年度 １  ０  ５  

令和３年度 ０  ０   ４  

令和２年度 ０  ０  ２  

 

（２）過去５年間の解消実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）啓発活動 

 毎年、危険度大・中のがけ・よう壁所有者に管理に関する文書を送付し、がけ・よう壁の

適切な維持管理に関する啓発を実施している。 

 

（４）今後の取組 

    現在、区が把握している区内のがけ・よう壁のデータは、前回の実態調査から２０年近く

経過しており、がけ・よう壁の状態が悪化していることが予測されている。 

また、がけ・よう壁所有者に管理の啓発や被害等への対応を実施するにあたり、現時点に 

おいては、区の対策方針が定まっていないため、行動する拠り所となるものがなく、早急な

対応に支障が生じている。 

そのため、来年度、再度のがけ・よう壁実態調査を実施し、課題解決に向けて、防災対策

方針を策定し、既存事業の見直し及び新たなる取組を実施することにより、がけ・よう壁の

安全性向上を図る。 

      

 

 

 

 

年 度 危険度大 危険度中 

令和６年度 ３件（残数２２０件） ５件（残数６９５件） 

令和５年度 ２件（残数２２３件） ６件（残数７００件） 

令和４年度 ３件（残数２２５件） ４件（残数７０６件） 

令和３年度 ５件（残数２２８件） ５件（残数７１０件） 

令和２年度 ４件（残数２３３件） ６件（残数７１５件） 
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２  路面陥没の未然の防止について 

（１）路面下空洞調査の目的 

地中レーダ搭載の路面下空洞探査車等を用いて、区道における路面下の空洞状況を 

把握し、発見した空洞について陥没の危険度判定を行い、路面陥没の未然防止を図る。 

 

（２）対象路線等 

調査年度、区間延長及び対象路線は以下の通りである。 

調査年度 区間延長 対象路線 

令和６年度 ２９㎞ 
緊急輸送道路及び啓かい路線      （１５㎞） 

バス路線               （１４㎞） 

令和７年度 ８０㎞ 
バス路線（令和６年度実施路線以外）  （２０㎞） 

生活道路の一部（防災拠点までの路線等）（６０㎞） 

令和８年度 ５㎞ 

管径 2m以上かつ布設から３０年以上経過した 

下水道管等が埋設された区道のうち、 

令和６～７年度に調査していない区間  （ ５㎞） 

総調査区間延長 １１４㎞  

 

（３）空洞調査方法及び判定 

① 一次調査の方法 

路面下空洞探査車を使用した、計測及びデータ解析により、空洞の可能性がある 

場所を探す作業 

 

② 二次調査の方法 

一次調査により判明した、空洞の可能性がある箇所について手押型地中レーダ調査 

を行い詳細位置の確認後、掘削した小口径の孔からスコープ調査を行い空洞の有無 

及び状況等を確認する作業 
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③ 陥没可能性の判定 

国土交通省より通知された「路面下空洞調査要領（令和７年３月）」に記載の 

陥没の可能性判定表により、「陥没の可能性Ａ：路面陥没発生の可能性が高い」、 

「陥没の可能性Ｂ：路面陥没発生の可能性が中程度」、「路面陥没の可能性Ｃ： 

路面陥没発生の可能性が低い」の３ランクで判定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）調査結果 

＜令和６年度調査結果＞ ＜令和７年度調査結果＞ 

一次調査による空洞の可能性がある場所 

             １４５か所 

一次調査による空洞の可能性がある場所 

             １７６か所 

二次調査による陥没の可能性判定結果 

陥没の可能性Ａ     ３０か所 

陥没の可能性Ｂ     ３９か所 

陥没の可能性Ｃ     ５８か所 

異常なし        １８か所 

合計         １４５か所 

 

 

二次調査により現在判定中 

 

（５）今後の対応について 

陥没の可能性があるＡの箇所については、関連部署と緊密に連携し、緊急度の高い順に

迅速に対応をしている。一方、陥没の可能性があるＢとＣの箇所に関しては、関係部署と調

整しながら、順次対応を実施していく。 

（空
洞
の
深
度
：ｍ
）
 

陥没の可能性判定表 

（空洞短辺の広がり：ｍ） 

 


